
大多喜町太陽光発電設備の設置等に関する条例 

（令和７年条例第２４号） 

 （目的） 

第１条 この条例は、町内における太陽光発電設備の適正な設置、維持

管理、撤去等に関し必要な事項を定めることにより、災害の発生を防

止するとともに、豊かな自然環境及び町民の生活環境の保全並びに良

好な景観の形成その他の地域環境との調和を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

 ⑴ 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する

特別措置法（平成２３年法律第１０８号）第２条第２項に規定する

再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第３項第１号に掲げる太

陽光を再生可能エネルギー源とする設備をいう。 

 ⑵ 太陽光発電事業 太陽光発電設備（建築基準法（昭和２５年法律

第２０１号）第２条第１号に規定する建築物及び同条第２号に規定

する特殊建築物（以下「建築物等」という。）に附属して設置される

ものを除く。）を利用して発電を行う事業で、発電出力の合計（当該

太陽光発電設備を設置する者と実質的に同一又は共同の関係にある

と認められる者が同時期若しくは近接した時期又は近接した場所に

太陽光発電設備を設置するときは、当該太陽光発電設備の発電出力

を含む。次号において同じ。）が１０キロワット以上のものをいう。 

 ⑶ 事業者 太陽光発電設備を設置する者、太陽光発電事業を行う者

及びこれらの者との契約により事業を請け負うすべての者をいう。 

 ⑷ 事業区域 太陽光発電事業の用に供する土地の区域をいう。 

 ⑸ 隣接住民 次に掲げる者をいう。 

  ア 事業区域の境界から水平距離１０ｍ以内の土地又は建築物等の

所有者、占有者、管理者及び借用者並びに当該区域内において農

林水産業その他の事業を営む者 



  イ 事業区域の境界から水平距離１０ｍ以内の居住者（同一世帯に

複数の居住者がいる場合には、その内の代表者１名。以下同じ。） 

  ウ 事業区域に係る行政区 

 ⑹ 地域住民 次に掲げる者をいう。ただし、前号に掲げる者を除

く。 

  ア 事業区域の境界から水平距離１００ｍ以内の区域に存する建築

物等の所有者、占有者、管理者及び借用者並びに当該区域内にお

いて農林水産業その他の事業を営む者 

  イ 事業区域の境界から水平距離１００ｍ以内の居住者 

  ウ 事業区域の境界から水平距離１００ｍ以内の区域に係る行政区 

 ⑺ 土地所有者等 事業区域内に存する土地の所有者、占有者又は管

理者をいう。 

 （町の責務） 

第３条 町は、第１条の目的を達成するため、この条例の適正かつ円滑

な運用が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。 

 （事業者の責務） 

第４条 事業者は、太陽光発電事業の実施に当たり、関係法令等及びこ

の条例を遵守しなければならない。 

２ 事業者は、事業区域及びその周辺地域の自然環境、景観、生活環境

等（以下「自然環境等」という。）を保全するため必要な措置を講ずる

とともに、隣接住民及び地域住民（以下「地域住民等」という。）との

良好な関係を保つよう努めなければならない。 

３ 事業者は、太陽光発電事業を実施するに当たっては、太陽光発電設

備を建築物等から５０ｍ以上離して行うよう努めなければならない。 

４ 事業者は、太陽光発電事業に起因する事故が発生しないよう適切な

安全対策、保守点検及び維持管理を実施するとともに、事故が発生し

たとき、又は苦情若しくは紛争が生じたときは、直ちに必要な措置を

講ずるとともに、誠実にその解決に当たらなければならない。 

５ 事業者は、太陽光発電事業を廃止したときは、太陽光発電設備の解

体、撤去、廃止その他の太陽光発電事業の廃止に必要な措置（以下



「解体等」という。）を行わなければならない。 

６ 事業者は、太陽光発電事業を適正に実施するため、次に掲げる費用

を確保しなければならない。 

 ⑴ 太陽光発電設備の維持管理に要する費用 

 ⑵ 太陽光発電設備の解体等に要する費用 

 ⑶ 前号に掲げるもののほか、発電事業の廃止に要する費用 

 （土地所有者等の責務） 

第５条 土地所有者等は、第１条の目的を達成するため、事業区域を適

正に管理するとともに、同条の目的に反するおそれのある事業者に対

して当該土地を使用させることのないよう努めなければならない。 

 （町民の責務） 

第６条 町民は、町の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力する

よう努めなければならない。 

 （設置規制区域） 

第７条 町長は、次の各号に規定する区域のいずれかに該当すると認め

るときは、当該区域を規則に定めるところにより太陽光発電設備の設

置が望ましくない区域（以下「設置規制区域」という。）として指定す

るものとする。 

 ⑴ 土砂災害その他の自然災害が発生するおそれがある区域 

 ⑵ 豊かな自然環境を保ち、地域における貴重な資源として認められ

る区域 

 ⑶ 住宅との隣接地その他の太陽光発電事業により地域住民等の生活

環境に著しい影響を及ぼすおそれがある区域 

 ⑷ 町を象徴する魅力的な景観として良好な状態を保全する必要があ

る区域 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める区域 

２ 町長は、必要があると認めるときは、設置規制区域を変更すること

ができる。 

 （事前協議） 

第８条 事業者は、太陽光発電事業を実施しようとするときは、規則で



定める事項を町長に届け出て、あらかじめ町長と協議しなければなら

ない。 

２ 町長は、前項の規定による協議があったときは、事業者に対し、必

要な指導又は助言をすることができる。 

３ 事業者は、第１項の規定により協議した事項を変更しようとすると

きは、速やかにその旨を町長と協議しなければならない。 

４ 町長は、事前協議が終了したときは、事業者へ協議終了の通知をす

るものとし、必要に応じてその通知に意見を付すことができる。 

 （説明会の実施） 

第９条 事業者は、発電事業の実施にあたり地域住民等との合意形成を

図るため、規則で定めるところにより、地域住民等を対象とした説明

会を開催し、その結果を町長に報告しなければならない。 

２ 事業者は、地域住民等からの質問に対して誠実に回答するととも

に、意見等の申出があったときは、事業計画に取り入れるよう努めな

ければならない。 

３ 事業者は、説明会の実施後において、地域住民等から再度説明を求

められたときは、地域住民等との間で十分な話合いの機会を設けなけ

ればならない。 

 （地域住民等の同意） 

第１０条 事業者は、次に掲げる者から同意を得なければならない。た

だし、規則で定める同意を得られない理由があるときは、この限りで

ない。 

 ⑴ 隣接住民全員 

 ⑵ 第２条第６号アに掲げる者の３分の２以上のもの 

 ⑶ 第２条第６号イに掲げる者の３分の２以上のもの 

２ 事業者は、前項の規定による同意を求めるときは、事業区域の地域

住民等が同意の有無を判断できる資料又は情報を提供し、当該内容に

ついて説明を求められた場合は、可能な限りこれに応じるものとす

る。 

 （協定の締結） 



第１１条 事業者は、事業区域が所在する行政区の要請がある場合に

は、協定書を締結し、次に掲げる事項を明記しなければならない。 

 ⑴ 連絡体制及び苦情処理の方法 

 ⑵ 災害発生時の応急措置及び復旧費用の負担 

 ⑶ 設備の維持管理及び撤去方法並びに費用負担 

 ⑷ 定期点検及び情報共有に関する事項 

２ 事業者は、協定書を締結したときは、当該協定書の写しを町長に提

出しなければならない。 

３ 事業者は、太陽光発電設備を第三者に譲渡し、又は貸し付けようと

するときは、当該第三者に対し、第１項の規定により締結した協定の

効力を承継させなければならない。 

 （事業実施許可） 

第１２条 事業者は、太陽光発電事業を実施しようとするときは、当該

事業に係る工事に着手しようとする３０日前までに、規則で定める事

項を町長に届け出て許可を受けなければならない。 

２ 町長は、前項の届出があった場合において、事業者及び当該許可申

請者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないも

のとする。 

 ⑴ 事業計画を実施するために必要な資力及び信用があると認められ

ない者であるとき。 

 ⑵ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。 

 ⑶ 大多喜町暴力団排除条例（平成２３年条例第２１号）第２条第３

号に規定する暴力団員等であるとき。 

 ⑷ 第２２条の規定による命令を受けた者で、当該命令に係る必要な

措置を町長が定めた期限までに完了していないものであるとき。 

 ⑸ 第２３条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から５

年を経過しない者であるとき。 

 ⑹ 未成年者の法定代理人（法定代理人が法人である場合にあって

は、その役員を含む。）であって、第２号から前号までのいずれかに

該当する者であるとき。 



 ⑺ 太陽光発電設備設置事業の実施に関し、不正又は不誠実な行為を

するおそれがあると町長が認める者であるとき。 

３ 町長は、第１項の許可に当たり、災害の発生の防止、自然環境、生

活環境及び景観の保全のために必要な条件を付することができる。 

４ 町長は、許可を行うにあたり必要がある場合には、あらかじめ大多

喜町環境基本条例（平成８年条例第３２号）第２２条に規定する大多

喜町環境対策審議会その他災害の発生防止及び自然環境等の保全につ

いて識見を有する者の意見を聴くことができる。 

 （変更の許可等） 

第１３条 事業者は、前条第１項の許可を受けた事項を変更（当該事業

を第三者に譲渡する場合を含む。以下同じ。）しようとするときは、あ

らかじめ町長に届け出て、許可を受けなければならない。ただし、規

則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 

２ 事業者は、前項ただし書の軽微な変更をしたときは、遅滞なくその

旨を町長に届け出なければならない。 

３ 第８条から前条までの規定は、第１項の許可について準用する。 

 （標識の設置） 

第１４条 事業者は、設置工事に着手する日から太陽光発電設備を撤去

する日まで、事業区域内の道路に面する場所その他の外部から見やす

い場所に、規則で定めるところにより標識を設置しなければならな

い。 

２ 事業者は、前項の標識の記載内容に変更が生じたときは、速やかに

変更後の標識を設置しなければならない。 

３ 事業者は、第１項の規定により標識を設置したとき、又は前項の規

定により標識の内容を変更したときは、町長に届け出なければならな

い。 

 （工事完了の届出） 

第１５条 事業者は、設置工事が完了したときは、その旨を速やかに町

長に届け出なければならない。 

２ 町長は、前項の規定による完了の届出があったときは、第１２条第



１項及び第１３条第１項の規定による届出の内容に適合しているかを

確認し、その結果を事業者に通知するものとする。 

３ 事業者は、前項の規定により、第１２条第１項及び第１３条第１項

の規定による届出の内容に適合していない旨の通知を受けたときは、

当該届出の内容に適合するよう必要な措置を速やかに講じなければな

らない。 

 （廃止等の届出） 

第１６条 事業者は、太陽光発電事業を中止し、又は廃止しようとする

ときは、当該事業を中止し、又は廃止しようとする日の３０日前まで

に、町長に届け出なければならない。 

２ 事業者は、前項の規定による届出をしたときは、関係法令等の規定

による太陽光発電設備の解体等の実施に必要な許認可等を受けた後、

太陽光発電設備の解体等を速やかに行い、当該解体等が完了したとき

は、その完了の日から起算して３０日以内に、町長に届け出なければ

ならない。 

３ 町長は、前項の規定による完了の届出があったときは、太陽光発電

設備の解体等が完了しているかを確認し、当該解体等が適正に行われ

ていないことを確認したときは、事業者に対して必要な措置を行うた

めの指示を行うことができる。 

４ 事業者は、前項の規定により指示があったときは、必要な措置を速

やかに講じなければならない。 

 （地位承継の届出） 

第１７条 事業者から事業譲渡、相続、合併又は分割によりその地位を

承継した者は、承継があった日から１０日以内に、町長に届け出なけ

ればならない。 

 （現況確認の報告） 

第１８条 事業者は、災害等により太陽光発電設備が破損し、第三者に

対する被害が発生するおそれがある場合には、直ちに現況確認を行

い、必要な措置及び安全対策を講じ、その結果を遅滞なく町長に報告

しなければならない。 



 （報告の徴収） 

第１９条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対

し、太陽光発電事業に関する報告又は資料の提出を求めることができ

る。 

 （立入調査等） 

第２０条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に事業

者の事務所、事業所又は事業区域に立ち入り、必要な調査をさせ、又

は関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定による立入調査等を行う職員は、その身分を示す証明書

を携帯し、事業者等関係者の請求があったときは、これを提示しなけ

ればならない。 

３ 第１項の規定による立入調査等の権限は、これを犯罪捜査のために

認められたものと解釈してはならない。 

 （指導、助言及び勧告） 

第２１条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要

な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。 

２ 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して、

期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

 ⑴ 第８条第１項の規定による協議をせず、又は虚偽の協議をしたと

き。 

 ⑵ 第１２条第１項の許可を得ずに設置工事に着手したとき。 

 ⑶ 第１３条第１項又は第２項の規定による届出を行わなかったと

き。 

 ⑷ 第１４条第３項の規定による届出を行わなかったとき。 

 ⑸ 第１５条第１項の規定による届出を行わなかったとき。 

 ⑹ 第１５条第３項の規定による措置を講じなかったとき。 

 ⑺ 第１６条第１項の規定による届出を行わなかったとき。 

 ⑻ 第１６条第２項の規定による解体等の届出を行わなかったとき。 

 ⑼ 第１６条第４項の規定による措置を講じなかったとき。 

 ⑽ 第１７条の届出を行わなかったとき。 



 ⑾ 第１８条の規定による必要な措置及び安全対策を講じなかったと

き。 

 ⑿ 第１８条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは

虚偽の報告若しくは資料の提出をし、前条第１項の規定による立入

調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は同項に規定する質問に対し

て答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 

 ⒀ 前項の指導又は助言に正当な理由なく従わなかったとき。 

 ⒁ 前各号に掲げるもののほか、太陽光発電事業が生活環境に著しい

影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。 

３ 事業者は、第１項の指導若しくは助言又は前項の勧告を受けたとき

は、その処理の状況を速やかに町長に報告しなければならない。 

 （命令） 

第２２条 町長は、前条第２項の勧告を受けた事業者が、正当な理由が

なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その

勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

 （許可の取消し） 

第２３条 町長は、特定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合

は、第１２条第１項又は第１３条第１項の許可を取り消すことができ

る。 

 ⑴ 偽りその他不正の手段により、第１２条第１項又は第１３条第１

項の許可を受けたとき。 

 ⑵ 第１２条第１項又は第１３条第１項の許可に付した条件に違反し

たとき。 

 ⑶ 第１２条第１項又は第１３条第１項の許可を受けた日から起算し

て１年を経過した日までに太陽光発電設備の設置工事に着手しなか

ったとき。 

 ⑷ 第１２条第１項又は第１３条第１項の許可を受け、太陽光発電設

備の設置工事に着手した後に、１年以上引き続き工事を施工してい

ないとき。 

 ⑸ 第１３条第１項の許可を受けずに事業計画を変更し、特定事業を



実施したとき。 

 ⑹ 前条の規定による命令に違反したとき。 

 ⑺ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第１４

条又は第１５条の規定により、同法第９条第４項の経済産業大臣に

よる再生可能エネルギー発電事業計画の認定の効力を失い、又は取

り消されたとき。 

 （公表等） 

第２４条 町長は、第２２条の命令を受けた事業者が、正当な理由なく

命令に従わないときは、当該事業者の氏名及び住所(法人その他の団体

にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事業所の所在地)

並びに当該勧告の内容を公表することができる。 

２ 町長は、前項の規定による公表を行う場合は、あらかじめ事業者に

対して、その理由を通知し意見を述べる機会を与えなければならな

い。 

 （国及び県への報告） 

第２５条 町長は、前条第 1項の規定による公表を行った後、公表した

内容を国及び県に報告することができる。 

 （事業者が所在不明になった場合等の措置） 

第２６条 事業者が所在不明になった場合又はその組織を解散した場合

において、当該土地所有者等が当該事業者と異なる者である場合に限

り、当該土地所有者等を事業者とみなして、第１６条及び第１８条か

ら前条までの規定を適用する。 

 （委任） 

第２７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な

事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第８条から第１５条まで及び第２１条第２項第１号から第６号まで



の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日まで

に事前協議を実施している事業者、設置工事に着手している事業者及

び設置工事が完了している事業者には、適用しない。 

３ 施行日から３０日を経過する日までの間に太陽光発電事業を実施又

は実施している事業を変更しようとする事業者に対するこの条例の適

用については、第１２条第１項中「当該事業に係る工事に着手しよう

とする３０日前までに」とあるのは、「速やかに」と、読み替えるもの

とする。 

 


